
 

 

 

【家庭数】  牛島小学校生徒指導部 

 

コロナウイルスとの闘いは長期化してる状況の中、できる限り教育活動を止めずに、且つ安全に学校生

活を過ごせるように「牛島小学校生活ガイドライン」を見直しました。 

現時点では下記の通りですが、社会情勢と合わせて随時、更新していきます。また、子どもたちが活動

の主役ですので、大枠はガイドラインで示しますが今後各学年の実態に応じて、学級会等を通して「子ど

もらが自ら考え、話し合い、決めて、守る」ガイドライン作りを重ねてまいります。 

ご理解の程、よろしくお願いします。 

〈参考〉文部科学省「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」 

      埼玉県教育委員会「夏季休業期間終了後の市町村立学校の対応について」 

「学校再開に向けたガイドライン」 

      春日部市教育委員会「新型コロナウイルス感染症予防ガイドライン」 

 

Ⅰ マスクの着用について 

・基本的に学校での生活中、飛沫防止の観点から常時マスクを着用します。ただし熱中症防止の観点も踏まえ、外して生

活することもあります。 

（例外…体育授業、登下校時、空調設備のない特別教室での活動等） 

・マスクの正しい着用を徹底していきます。 

（※一般的なマスクでは、不織布マスクが一番高い効果を持ち、次に布マスク、その次にウレタンマスクの順に効果があ

るとされています） 

 

Ⅱ ３つの密の回避について 

・換気の徹底に努め、常時、窓や廊下側のドアは開放します。 

・季節によっては、寒さ対策として、授業中もジャンバーなどの上着の着用を可能とします。 

・多くの人が密集する場所を作らないよう可能な限り身体的距離（１メートル以上）の確保に努めます。 

（整列、教室の座席配置等） 

・児童同士で話をする際は、適度な距離を取るように声かけをします。 

・休み時間、肩を組むなど接触を含む行動や机のまわりに集まる行動を控えるよう指導していきます。 

 

Ⅲ 手洗いの徹底・消毒・マスクの着用について 

・流水と石鹸によるこまめな手洗いを実施します。 

〈実施するタイミング〉 １．休み時間の前後 2．給食の前後（消毒も行う） 3．清掃の前後 を中心に行います。 

・手を拭くハンカチ等は共有しません。 

・登校時に昇降口で手指の消毒をします。また、教室前や特別教室等の入口には消毒液を設置し、いつでも 

消毒できるように準備します。 

 

Ⅳ 校舎内の移動について 

・廊下や階段において安全かつ体の接触を避けるため、校舎内の右側通行を継続して指導します。 

・廊下等の整列時や廊下歩行も間隔をあけて並び、歩くように声かけをします。 

 



Ⅴ 登下校について 

・基本的にはマスクを着用します。一方で、気温や湿度が高く、熱中症になる可能性が高い場合には以下の点に留意し、

マスクを外してもよいこととします。 

１．通学班等、前後の距離を十分にとる。 ２．登下校時、話をしない。（原則マスクをしていても会話は控えましょう。） 

 

Ⅵ 物の共有について 

・友達の物を借りたり、貸したりはしません。忘れ物がある場合は先生に相談します。 

・授業で使う教材や配布するプリントなど共有せざる負えない場合があります。そのため、授業開始や活動前後に手洗 

いや手の消毒を行います。 

 

Ⅶ 清掃について  

・基本的に下記の内容に沿って清掃活動に取り組みます。 

① 窓を全開にして実施する。   

② マスクを着用し、黙って清掃をする。（指示など必要な会話は最低限にする。） 

③ 開始前と終了時に手洗いをする。  

・基本的には個人の物の貸し借りはしません。忘れた場合、先生に相談します。 

・箒やちり取りなどの清掃用具に関して、道具を共有せざる負えない場合があります。そのため、清掃活動前後の手洗い

や消毒を徹底します。 

・トイレ等、感染のリスクが高い場所は児童に掃除させません。 

 

Ⅷ 水道の使い方ついて 

・隣同士で水道を使わないように使用できる水道を制限します。（例：１～５か所あれば、２か所目と４か所目は使わない） 

・待機列も密集しないよう工夫します。（待機線をつけるなど） 

・使い終わったら次の人のことを考え、蛇口をきれいに洗います。 

 

Ⅸ あいさつについて 

・授業のはじめと終わりの号令は基本的に黙礼で行います。（体育や音楽は場所などに応じて対応する。） 

・日常の挨拶は、マスクをしたうえで今まで通り爽やかに挨拶ができるように指導します。 

 

Ⅹ コロナウイルス、熱中症対策グッズについて  

・ご家庭の判断で必要に応じて下記のグッズを持ってきてもよいこととします。 

（下記の物は例です。この他の物については担任にご相談ください。） 

・本人が使うこととし、貸し借りや共有は禁止です。  ・物の管理ができることを条件とします。 

・落とし物が増えたり、人との共有を防いだりするため、名前を必ず記入して持ってくるようにします。 

【コロナ対策グッズ】 

（１）アルコール消毒（スプレータイプ・ジェルタイプ） （２）携帯用空間除菌剤  （３）ウェットティッシュ 

（４）マスクストラップ（ひもが弛むタイプは安全上不可） 

【熱中症対策グッズ】 

（１） 麦わら帽子（２）冷感タオル （３）冷却スカーフ （４）日傘 （５）アームカバー （６）保冷剤 

 

Ⅺ 偏見や差別、いじめについて 

・感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者やその家族などに対する偏見や差別につながる行為は断じて許されるも

のではありません。学校では新型コロナウイルスに関する適切な知識を基に、発達段階に応じた指導を行うことを通じ

て、このような偏見や差別が生じないようにしていきます。 


